
議 事 日 程

第２回定例会

Ｒ６.２.６ 午後３時

狛江市役所４階特別会議室

１ 審議事項

２ 報告事項

（１） 議案第１号

狛江市学校運営協議会規則の一部を改正する規則

（２） 議案第２号

狛江市就学援助費支給事務取扱規則の一部を改正する規則

（３） 議案第３号

狛江市立公民館条例施行規則の一部を改正する規則

（４） 議案第４号

狛江市立公民館施設使用特別申請取扱規則の一部を改正する規則

（５） 議案第５号

狛江市立西河原公民館図書室運営要綱の一部を改正する要綱

－議会報告－

（１） 令和６年狛江市議会第１回臨時会の結果について

－行政報告－

な し

－事務報告－

（１） 令和６年学校保健安全法第 20 条に基づく臨時休業について（１）

（２） 「東京都児童・生徒体力・運動能力、生活・運動習慣等調査結果 狛江市

の状況」について



議案第１号

狛江市学校運営協議会規則の一部を改正する規則

上記の議案を別紙のとおり提出する。

令和６年２月６日

提出者 狛江市教育委員会

教育長 柏原 聖子

提案理由

狛江市学校運営協議会に対する教育委員会の必要な措置等を追加するため、

所要の改正を行う。



狛江市学校運営協議会規則の一部を改正する規則（案）

令和６年 月 日

教育委員会規則第 号

狛江市学校運営協議会規則（令和４年教委規則第５号）の一部を次のように改正する。

改 正 後 改 正 前

（児童及び生徒の意見の尊重） ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

第６条 協議会は、協議の充実を図るとと

もに、児童及び生徒の意見を尊重するた

め、対象ゾーンの児童及び生徒の意見を

聴く機会を設けるよう努めなければなら

ない。

＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

（委員） （委員）

第７条 （略） 第６条 （略）

２・３ （略） ２・３ （略）

（任期） （任期）

第８条 （略） 第７条 （略）

２ （略） ２ （略）

（守秘義務等） （守秘義務等）

第９条 （略） 第８条 （略）

２ （略） ２ （略）

（会長及び副会長） （会長及び副会長）

第10条 （略） 第９条 （略）

２・３ （略） ２・３ （略）

（会議） （会議）

第11条 （略） 第10条 （略）

２～４ （略） ２～４ （略）

（協議会の適正な運営を確保するために

必要な措置等）

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿

第12条 教育委員会は、協議会の運営状況

について的確な把握を行い、必要に応じ

て協議会に対して指導又は助言を行うと

ともに、協議会の運営が適正を欠くこと

によって対象ゾーンの学校運営に現に支

＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
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付 則

この規則は、令和６年４月１日から施行する。

障が生じ、又は生ずるおそれがあると認

められる場合には、協議会の適正な運営

を確保するための措置を講ずるものとす

る。

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

２ 教育委員会は、協議会が円滑な協議を

行うことができるよう必要な情報提供に

努めなければならない。

＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿

３ 教育委員会は、各協議会が横断的に連

携できるよう、各協議会の会長及び副会

長等による情報交換及び情報共有のため

の会議を年１回以上設けるとともに、各

協議会の会長からの要請に基づき、必要

に応じて、各協議会による協議等のため

の会議を設けなければならない。

＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿

（運営に必要な事項等） ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

第13条 協議会は、法令及び教育委員会が

定める規則の範囲内において、協議会の

運営に必要な事項を定めることができ

る。

＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

２ 協議会は、その定めるところにより、

対象ゾーンを核としたコミュニティづく

り及び社会教育法（昭和24年法律第207

号）に基づく地域学校協働活動の推進を

図ろうとする団体に、協議会の運営を補

助させることができる。

＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿_

（委任） （委任）

第14条 （略） 第11条 （略）

付 則 付 則

１・２ （略） １・２ （略）

（委員に関する経過措置） （委員に関する経過措置）

３ 第７条第１項で規定する委員の人数に

ついては、令和５年３月31日までは、同

条第２項第４号に規定する者を除いて18

人以内とすることを妨げない。

３ 第６条第１項で規定する委員の人数につ

いては、令和５年３月31日までは、同条第

２項第４号に規定する者を除いて18人以内

とすることを妨げない。
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議案第２号

狛江市就学援助費支給事務取扱規則の一部を改正する規則

上記の議案を別紙のとおり提出する。

令和６年２月６日

提出者 狛江市教育委員会

教育長 柏原 聖子

提案理由

令和６年度要保護児童生徒援助費補助金の単価が引き上げられたこと等に

伴い、所要の改正を行う。



狛江市就学援助費支給事務取扱規則の一部を改正する規則（案）

令和６年 月 日

教育委員会規則第 号

狛江市就学援助費支給事務取扱規則（平成28年教育委員会規則第５号）の一部を次のよ

うに改正する。

付 則

この規則は、公布の日から施行する。

改 正 後 改 正 前

別表第２（第４条関係） 別表第２（第４条関係）

支給項

目

支給対

象者

対象学

年

支給内容

新入学

学用品

費（入

学前支

給）

準 要 保

護者

就 学 予

定者

小学生

57,060円

中 学 生

63,000円

新入学

学用品

費

準 要 保

護者

小 学 校

第 １ 学

年

中 学 校

第 １ 学

年

（略）

支給項

目

支給対

象者

対象学

年

支給内容

新 入 学

学 用 品

費 （ 入

学 前 支

給）

準 要 保

護者

就学予

定者

小学生

54,060円

中 学 生

63,000円

新 入 学

学 用 品

費

準 要 保

護者

小学校

第１学

年

中学校

第１学

年

（略）
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議案第３号

狛江市立公民館条例施行規則の一部を改正する規則

上記の議案を別紙のとおり提出する。

令和６年２月６日

提出者 狛江市教育委員会

教育長 柏原 聖子

提案理由

公民館の利用区分や閉館時間の変更等を行うことに伴い、所要の改正を行

う。



狛江市立公民館条例施行規則の一部を改正する規則（案）

令和６年 月 日

教育委員会規則第 号

狛江市立公民館条例施行規則（平成５年教委規則第８号）の一部を次のように改正する。

改 正 後 改 正 前

（開館時間） （開館時間）

第２条 公民館の開館時間は、午前９時から

午後10時までとする。ただし、第４条第１

項第２号括弧書きに規定する成人の日、海

の日、敬老の日及びスポーツの日の開館時

間は、午前９時から午後７時までとする。

第２条 公民館の開館時間は、午前９時から

午後９時30分までとする。ただし、条例別

表第１に規定する狛江市立中央公民館にお

いては、第４条第１項第２号括弧書きに規

定する成人の日、海の日、敬老の日及びス

ポーツの日の開館時間は、午前９時から午

後５時までとする。

２ （略） ２ （略）

（休館日） （休館日）

第４条 公民館の休館日は、次の各号に掲げ

るとおりとする。ただし、委員会が必要と

認めたときは、臨時に休館日を定めること

ができる。

第４条 公民館の休館日は、次の各号に掲げ

るとおりとする。ただし、委員会が必要と

認めたときは、臨時に休館日を定めること

ができる。

(１) （略） (１) （略）

(２) 国民の祝日に関する法律（昭和23年

法律第178号。以下「国民の祝日法」と

いう。）に規定する休日（国民の祝日法

第２条に規定する成人の日、海の日、敬

老の日及びスポーツの日（以下「祝日開

館日」という。）を除く。）

(２) 国民の祝日に関する法律（昭和23年

法律第178号。以下「国民の祝日法」と

いう。）に規定する休日（狛江市立中央

公民館にあっては、国民の祝日法第２条

に規定する成人の日、海の日、敬老の日

及びスポーツの日（以下「祝日開館日」

という。）を除く。）

(３) （略） (３) （略）

２ （略） ２ （略）

別表第１（第３条関係） 別表第１（第３条関係）

施設名 階

層

室名 使用時間

狛江市立

中央公民

館

地

階

ホール

視聴覚

室

午前９時から

午後10時ま

で。ただし、

施設名 階

層

室名 使用時間

狛江市立

中央公民

館

地

階

ホール

視聴覚

室

午前９時から

午後９時30分

ま で 。 た だ
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料理実

習室

美術工

芸室

保育室

祝日開館日に

ついては、午

前９時から午

後７時まで

二

階

第一会

議室

第二会

議室

第三会

議室

第四会

議室

講座室

和室

団体活

動室

午前９時から

午後10時ま

で。ただし、

祝日開館日に

ついては、午

前９時から午

後７時まで

狛江市立

西河原公

民館

地

階

生活工

芸室

暗室

午前９時から

午後10時ま

で。ただし、

祝日開館日に

ついては、午

前９時から午

後７時まで

陶芸窯 午前５時から

午後10時まで

一

階

図書室 午前10時から

午後５時ま

で。ただし、

木曜日及び金

曜日は、午前

10時から午後

６時まで

展示ギ

ャラリ

ー

団体活

午前９時から

午後10時ま

で。ただし、

祝日開館日に

料理実

習室

美術工

芸室

保育室

し、祝日開館

日 に つ い て

は、午前９時

から午後５時

まで

二

階

第一会

議室

第二会

議室

第三会

議室

第四会

議室

講座室

和室

団体活

動室

午前９時から

午後９時30分

ま で 。 た だ

し、祝日開館

日 に つ い て

は、午前９時

から午後５時

まで

狛江市立

西河原公

民館

地

階

生活工

芸室

暗室

午前９時から

午後９時30分

まで

陶芸窯 午前５時から

午後10時まで

一

階

図書室 午前10時から

午 後 ５ 時 ま

で。ただし、

木曜日及び金

曜日は、午前

10時から午後

６時まで

展示ギ

ャラリ

ー

団体活

動室

午前９時から

午後９時30分

まで

二

階

学習室

Ⅰ

午前９時から

午後９時30分

2



第４号様式、第５号様式、第８号様式及び第９号様式を別紙のように改める。

付 則

１ この規則は、令和６年９月１日から施行する。

２ この規則による改正後の狛江市立公民館条例施行規則の施行に際し必要な準備行為は、

この規則の施行前においても行うことができる。

動室 ついては、午

前９時から午

後７時まで

二

階

学習室

Ⅰ

学習室

Ⅱ

学習室

Ⅲ

和室

茶室

料理実

習室

パソコ

ン室

幼児室

午前９時から

午後10時ま

で。ただし、

祝日開館日に

ついては、午

前９時から午

後７時まで

三

階

多目的

ホール

リハー

サル室

午前９時から

午後10時ま

で。ただし、

祝日開館日に

ついては、午

前９時から午

後７時まで

四

階

視聴覚

室

午前９時から

午後10時ま

で。ただし祝

日開館日につ

いては、午前

９時から午後

７時まで

学習室

Ⅱ

学習室

Ⅲ

和室

茶室

料理実

習室

パソコ

ン室

幼児室

まで

三

階

多目的

ホール

リハー

サル室

午前９時から

午後９時30分

まで

四

階

視聴覚

室

午前９時から

午後９時30分

まで
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第４号様式（第10条関係）

申 請 日 年 月 日 （　　　）

団 体 名

申 請 者 電　話

登 録 番 号 暗証番号

利 用 日 等 月 日 月 日 月 日 月 日

公民館施設　予約・予約取消し　申請書

（ 　　　)曜日 （ 　　　)曜日 （ 　　　)曜日 （ 　　　)曜日

中央・西河原 中央・西河原 中央・西河原 中央・西河原

室名 室名 室名 室名

午　前 午　前 午　前 午　前

午後１ 午後１ 午後１ 午後１

午後２ 午後２ 午後２ 午後２

夜　間 夜　間 夜　間 夜　間

受付（窓口・電話）

入　力　処　理
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第５号様式（第 10 条関係）

年 月 日

狛江市教育委員会 宛て

団体名

氏名（責任者）

住所

電話番号

公民館施設目的外使用申請書

狛江市立公民館条例施行規則第 10 条第６項の規定により、［ 月分］の下記施設の使用を申

請します。

記

※太線の中は記入しないでください。

使用時間区分

午前 午前９時から正午まで 午後１ 正午から午後４時まで

午後２ 午後４時から午後７時まで 夜間 午後７時から午後 10時まで

許可番号 使用年月日 使用時間 施設名 人数 内容（使用目的） 使用料金

年 月 日
午前 ・午後１

午後２・夜間

中央・西河原

円

年 月 日
午前 ・午後１

午後２・夜間

中央・西河原

円

年 月 日
午前 ・午後１

午後２・夜間

中央・西河原

円

年 月 日
午前 ・午後１

午後２・夜間

中央・西河原

円

年 月 日
午前 ・午後１

午後２・夜間

中央・西河原

円

使用料合計額

円
受付 係長 館長 部長
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　　　　年　　月　　日

申請者 団体名

住所

氏名(代表者)

電話

住所

氏名 電話番号

予約番号

使 用 年 月 日(曜日)

　　　年　　月　　日(　　)

　　　年　　月　　日(　　)

　　　年　　月　　日(　　)

　　　年　　月　　日(　　)

　　　年　　月　　日(　　)

　　　年　　月　　日(　　)

第８号様式（第17条関係）

公民館施設使用料減免申請書

　　　　　狛　江　市　長　　宛て

狛江市立公民館条例施行規則第17条第２項の規定により、下記の施設使用料の減免を申請します。

記

使用施設名 中央公民館　・　西河原公民館

使 用 時 間 使用室名 減免措置

  午前 ・午後１
 午後２・ 夜間 

  午前 ・午後１
 午後２・ 夜間 

  午前 ・午後１
 午後２・ 夜間 

  午前 ・午後１
 午後２・ 夜間 

  午前 ・午後１
 午後２・ 夜間 

  午前 ・午後１
 午後２・ 夜間 

内        容
（使用目的）

団体名 使用責任者

減額･免除

定額使用料 円

減額使用料 円

 使用料 円

減免理由

使用日時等
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狛 　　　発第　　　　号

　　　　年　　月　　日

様

狛 江 市 長

住所

氏名 電話番号

予約番号

使 用 年 月 日(曜日) 使用室名

　　　年　　月　　日(   )

　　　年　　月　　日(   )

　　　年　　月　　日(   )

　　　年　　月　　日(   )

　　　年　　月　　日(   )

　　　年　　月　　日(   )

第９号様式（第16条関係）

公民館施設使用料減免承認・不承認通知書

記

使用施設名 中央公民館　・　西河原公民館

使 用 時 間 減免措置

  午前 ・午後１
 午後２・ 夜間 

  午前 ・午後１
 午後２・ 夜間 

  午前 ・午後１
 午後２・ 夜間 

  午前 ・午後１
 午後２・ 夜間 

  午前 ・午後１
 午後２・ 夜間 

  午前 ・午後１
 午後２・ 夜間 

内        容
（使用目的）

減免を承認（不承認）した理由

１　この決定に不服がある場合には、この決定があったことを知った日の翌日から起算して３箇月以内に狛江市長に対して審
査請求をすることができます。
　ただし、上記の期間が経過する前に、この決定があった日の翌日から起算して１年を経過した場合は、審査請求をすること
ができなくなります。
　なお、正当な理由があるときは、この決定があった日の翌日から起算して３箇月を経過した後又はこの処分があった日の翌
日から起算して１年を経過した後であっても審査請求をすることが認められる場合があります。
２　この処分については、上記１の審査請求のほか、この決定があったことを知った日の翌日から起算して６箇月以内に、狛
江市を被告として（訴訟において狛江市を代表する者は狛江市長となります。）、処分の取消しの訴えを提起することができ
ます。
　なお、上記１の審査請求をした場合には、処分の取消しの訴えは、その審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌
日から起算して６箇月以内に提起することができます。
　なお、正当な理由があるときは、この処分（審査請求をした場合には、審査請求に対する裁決）があったことを知った日の
翌日から起算して６箇月を経過した後又はこの処分（審査請求をした場合には、審査請求に対する裁決）があった日の翌日か
ら起算して１年を経過した後であっても取消しの訴えを提起することが認められる場合があります。

　　　月　　　日付けで申請のあった狛江市公民館施設使用料の減免について、狛江市立公民館条例施行規則第16条第６項の
規定により、下記の施設使用料の減免を承認（不承認）しましたので、通知します。

団体名 使用責任者

減額･免除

定額使用料 円

減額使用料 円

 使用料 円

使用日時等
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議案第４号

狛江市立公民館施設使用特別申請取扱規則の一部を改正する規則

上記の議案を別紙のとおり提出する。

令和６年２月６日

提出者 狛江市教育委員会

教育長 柏原 聖子

提案理由

公民館一部施設の申請期間の変更等を行うことに伴い、所要の改正を行う。



狛江市立公民館施設使用特別申請取扱規則の一部を改正する規則（案）

令和６年 月 日

教育委員会規則第 号

狛江市立公民館施設使用特別申請取扱規則（平成28年教委規則第15号）の一部を次のよ

うに改正する。

別記様式を別紙のように改める。

付 則

１ この規則は、令和６年９月１日から施行する。

２ この規則による改正後の狛江市立公民館施設使用特別申請取扱規則の施行に際し必要

な準備行為は、この規則の施行前においても行うことができる。

改 正 後 改 正 前

（対象施設） （対象施設）

第３条 特別申請の対象となる施設は、狛江

市立公民館条例（平成５年条例第33号。以

下「条例」という。）別表第２の室名の欄

に掲げる各室とする。ただし、前条第３号

に規定する事業にあっては、同表に規定す

る狛江市立西河原公民館の多目的ホール及

びリハサール室（以下「多目的ホール等」

という。）に限る。

第３条 特別申請の対象となる施設は、狛江

市立公民館条例（平成５年条例第33号。以

下「条例」という。）別表第２の室名の欄

に掲げる各室とする。ただし、前条第３号

に規定する事業にあっては、同表に規定す

る狛江市立西河原公民館の多目的ホール

（以下「多目的ホール」という。）に限

る。

（申請期間） （申請期間）

第４条 特別申請の申請期間は、次に掲げる

とおりとする。

第４条 特別申請の申請期間は、次に掲げる

とおりとする。

(１) 第２条第１号及び第２号に掲げる事

業 使用日の属する月の４月前の月の20

日から25日まで。ただし、多目的ホール

等の使用を希望する場合は、使用日の属

する月の７月前の月の20日から25日ま

で。

(１) 第２条第１号及び第２号に掲げる事

業 使用日の属する月の４月前の月の20

日から25日まで。ただし、多目的ホール

の使用を希望する場合は、使用日の属す

る月の７月前の月の20日から25日まで。

(２)・(３) （略） (２)・(３) （略）

1

議案第４号 別紙



別記様式（第５条関係）

※以下団体のみ記入

登録番号

暗証番号

使 用 対 象 者

事　業　内　容

　　　　年　　月　　日

　狛江市教育委員会　宛て

申請者名

団体名

記

１．事　　業　　名

２．使　用　目　的

３．担　　当　　者

４．連　　絡　　先                   内線（　　　　　）

※事業計画書等資料（予算書含む。）を添付してください。

※特別申請期間（先押え期間）

・西河原公民館多目的ホール、リハーサル室（催し物等での特別申請）は、使用月の７箇月前
　の20日から25日までが申請期間です。催し物等で使用する場合、原則、実施日の１箇月前ま
　でに公民館との事前打ち合わせが必要です。申請者から西河原公民館へ日程調整の連絡をお
　願いします。

・上記以外の部屋は、使用月の４箇月前の20日から25日までが申請期間です。

公民館施設使用特別申請書

　公民館の施設等の使用について、狛江市立公民館施設使用特別申請取扱規則第５条の
規定により、下記のとおり申請します。

（ 館名　西河原・中央 ）

室　　名 使　用　日 使 用 時 間 人数

月 日 （ )
  午前  ・午後１

午後２・夜間

月 日 （ )
  午前  ・午後１

午後２・夜間

月 日 （ )
  午前  ・午後１

午後２・夜間

月 日 （ )
  午前  ・午後１

午後２・夜間
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議案第５号

狛江市立西河原公民館図書室運営要綱の一部を改正する要綱

上記の議案を別紙のとおり提出する。

令和６年２月６日

提出者 狛江市教育委員会

教育長 柏原 聖子

提案理由

西河原公民館の祝日開館を実施すること等に伴い、所要の改正を行う。



狛江市立西河原公民館図書室運営要綱の一部を改正する要綱（案）

令和６年 月 日

教育委員会要綱第 号

狛江市立西河原公民館図書室運営要綱（平成25年教委要綱第29号）の一部を次のように

改正する。

付 則

この要綱は、令和６年９月１日から施行する。

改 正 後 改 正 前

（定義） （定義）

第２条 この要綱において、次の各号に掲げ

る用語の意義は、当該各号に定めるところ

による。

第２条 この要綱において、次の各号に掲げ

る用語の意義は、当該各号に定めるところ

による。

(１)～(４) （略） (１)～(４) （略）

(５) 視聴覚資料 ＣＤ、ＤＶＤ、カセッ

トテープ等をいう。

(５) 視聴覚資料 ＣＤ、ＤＶＤ、ビデオ

テープ、カセットテープ等をいう。

（開館日） （開館日）

第４条 図書室の開室日は、次の各号に掲げ

る日を除く日とする。

第４条 図書室の開室日は、次の各号に掲げ

る日を除く日とする。

(１) （略） (１) （略）

(２) 国民の祝日に関する法律（昭和23年

法律第178号）に規定する休日。ただ

し、規則第４条第１項第２号の祝日開館

日は、開室するものとする。

(２) 国民の祝日に関する法律（昭和23年

法律第178号）に規定する休日

(３)・(４) （略） (３)・(４) （略）

２ （略） ２ （略）

（貸出数） （貸出数）

第14条 個人貸出しにおいて同時に利用する

ことのできる図書室資料の数は、１人10点

以内とする。この場合において、視聴覚資

料のうち、ＤＶＤは１点を限度とし、カセ

ット及びＣＤは３点を限度とする。

第14条 個人貸出しにおいて同時に利用する

ことのできる図書室資料の数は、１人10点

以内とする。この場合において、視聴覚資

料のうち、ＤＶＤ及びビデオは１点を限度

とし、カセット及びＣＤは３点を限度とす

る。

２・３ （略） ２・３ （略）

1

議案第５号 別紙



■令和６年狛江市議会第１回臨時会の結果について

（会期：令和６年２月１日）

○議案（教育委員会関連）

※ 詳細については、後日発行される議会報や議会ホームページ掲載の議事録を御確認くだ

さい。

議案 結果

議案第 １ 号 令和５年度狛江市一般会計補正予算（第６号） 可決

1

議会報告(１)



令和６年学校保健安全法第 20 条に基づく臨時休業について（１）

学校保健安全法第 20条に基づく臨時休業を下記のとおり実施いたしましたので報告

します。

理由は、いずれも「インフルエンザ様疾患等による体調不良の症状を有する者が複

数確認されたため。」です。

学校名 対象 期間

狛江第五小学校 第２学年１学級 令和６年１月 17 日から１月 20 日まで

狛江第五小学校 第４学年１学級 令和６年１月 19 日から１月 20 日まで

狛江第五小学校 第４学年１学級 令和６年１月 20 日および１月 22 日

狛江第一小学校 第５学年１学級 令和６年１月 23 日から１月 24 日まで

狛江第五小学校 第６学年１学級 令和６年１月 23 日から１月 24 日まで

緑野小学校 第４学年１学級 令和６年１月 23 日から１月 24 日まで

和泉小学校 第３学年１学級 令和６年１月 24 日から１月 26 日まで

狛江第一小学校 第４学年１学級 令和６年１月 26 日

狛江第三中学校 第１学年１学級 令和６年１月 26 日

狛江第二中学校 第２学年２学級 令和６年１月 30 日から１月 31 日まで

狛江第三小学校
第１学年１学級

第４学年２学級
令和６年１月 31 日から２月２日まで

狛江第三小学校

第１学年１学級

第２学年(３学級)

第３学年１学級

第４学年１学級

令和６年２月６日から２月８日まで

1

事務報告(１)



令和５年度 東京都児童・生徒体力・運動能力、生活・運動習慣等調査結果

狛江市の状況について
令 和 ６ 年 ２ 月

狛江市教育委員会教育部指導室

１ 実施方法・内容
（１）児童・生徒に対する調査

①体力・運動能力に関する調査（新体力テスト）

②生活・運動習慣等の実態に関する調査
（質問紙調査）

（２）学校に対する調査
（児童・生徒の体力・運動能力等の向上に係る
取組に関する質問紙調査）

２ 実施期間 ５・６月

３ 対 象 小学校全児童 全６校 3,855 名
中学校全生徒 全４校 1,311 名

項目 小学校 中学校

１ 握力 ○ ○

２ 上体起こし ○ ○

３ 長座体前屈 ○ ○

４ 反復横跳び ○ ○

５
持久走

選択
20ｍシャトルラン ○

６ 50ｍ走 ○ ○

７ 立ち幅跳び ○ ○

８
ソフトボール投げ ○

ハンドボール投げ ○

１ 体力・運動能力 ※全国平均を 50としたときの体力偏差値

２ 生活・運動習慣等の実態
（１）男子（小学校第５学年・中学校第２学年）

（２）女子（小学校第５学年・中学校第２学年）

※学校の体育の授業を除く。

男子 女子

小
学
校
第
５
学
年

中
学
校
第
２
学
年

運動やスポーツを行う頻度 運動やスポーツを行う時間
週３日～ 週１～２日 月１～３日 しない ２時間～ １時間～２時間 30分～１時間 ～30 分

東京都小学校 57.3％ 31.5％ 7.7％ 3.5％ 35.9％ 28.9％ 20.0％ 15.1％
狛江市立小学校 58.0％ 33.9％ 6.2％ 2.0％ 31.6％ 29.3％ 26.4％ 12.7％
東京都中学校 78.5％ 13.8％ 4.3％ 3.5％ 55.2％ 27.8％ 8.6％ 8.3％
狛江市立中学校 82.0％ 10.7％ 3.9％ 3.4％ 55.1％ 28.3％ 6.8％ 9.8％

運動やスポーツを行う頻度 運動やスポーツを行う時間
週３日～ 週１～２日 月１～３日 しない ２時間～ １時間～２時間 30分～１時間 ～30 分

東京都小学校 40.3％ 44.1％ 11.2％ 4.4％ 18.4％ 29.7％ 28.0％ 23.9％
狛江市立小学校 41.8％ 45.7％ 10.4％ 2.1％ 20.0％ 30.9％ 26.7％ 22.5％
東京都中学校 69.3％ 16.9％ 7.8％ 6.1％ 48.9％ 27.2％ 10.2％ 13.7％
狛江市立中学校 68.7％ 17.8％ 6.7％ 6.7％ 41.4％ 29.6％ 11.7％ 17.3％

小学校では「20ｍシャトルラン（持久力）」、「ソフトボール投げ
（投力）」、中学校男子は「上体起こし（筋力）」、「長座体前屈（柔
軟性）」、女子も「長座体前屈（柔軟性）」に課題がある。また、東
京都平均と比べ、中学校第２学年女子の「運動やスポーツを行う
時間」にやや有意差があり、本市における運動の二極化の一端が
伺える。
課題解決に向けて、学校の教育活動において授業改善を推進

し、児童・生徒が様々な運動を経験することで楽しさや喜びを味
わうとともに、進んで運動に取り組めるようにすることが重要で
ある。

実 施 の 概 要 調 査 結 果 ◆全 国 平 均：令和５年度（青）
■東京都平均：令和５年度（ピンク）
▲狛江市平均：令和５年度（緑）

考 察

自ら進んで体力向上を図る児童・生徒の育成へ！
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事務報告(２)


